
○大野市排水設備指定工事店の処分等に関する要綱  

平成２７年３月９日  

告示第３９号  

（趣旨）  

第１条  この要綱は、大野市公共下水道条例（平成１２年条例第３２号。以下「条

例」という。）第１４条に規定する指定工事店の指定の取消し又は一時停止の処

分及びこれに係る行政指導（以下「処分等」という。）の基準について、必要な

事項を定めるものとする。  

（定義）  

第２条  この要綱で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。  

（処分等の基準）  

第３条  処分等は、指定工事店が別表第１の左欄に掲げる行為（以下「違反行為」

という。）を行った場合における累積点数（一の指定工事店につき、当該指定工

事店が行った違反行為ごとに同表右欄に定めるところにより付した点数の合計を

いう。）に応じて行うものとし、その基準は別表第２のとおりとする。  

２  前項に規定する違反行為ごとの点数は、当該点数が付された日から起算して２

年を経過した日に消滅する。  

３  一の指定工事店が同時に２以上の違反行為を行ったときは、それぞれの違反行

為ごとの点数を付するものとする。  

（処分等の手続）  

第４条  市長は、指定工事店が行った違反行為の累積点数が行政指導に相当する場

合は、指導通知書（様式第１号）により、その旨を当該指定工事店に通知するも

のとする。  

２  市長は、指定工事店が行った違反行為の累積点数が処分に相当する場合は、処

分通知書（様式第２号）により、その旨を当該指定工事店に通知するものとする。  

３  前項の場合にあっては、大野市行政手続条例（平成９年条例第１号）及び大野

市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成９年規則第４号）に基づき、聴

聞又は弁明の機会の付与の手続を執るものとする。  

（その他）  

第５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 



附  則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

附  則（平成２８年告示第３８号）  

（施行期日）  

１  この要綱は、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）の施行の日（平成２

８年４月１日）から施行する。  

（経過措置）  

２  この要綱の施行の際、第１条の規定による改正前の越前おおの空き家情報バン

ク制度要綱、第２条の規定による改正前の大野市基準該当障害福祉サービス等事

業者の登録に関する要綱、第３条の規定による改正前の大野市特別障害者手当等

事務取扱要綱、第４条の規定による改正前の大野市軽度・中等度難聴児補聴器購

入費助成事業補助金交付実施要綱、第５条の規定による改正前の大野市指定給水

装置工事事業者の処分等に関する要綱及び第６条の規定による改正前の大野市排

水設備指定工事店の処分等に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存

するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。  

 

別表第１（第３条関係）  

違反行為  点数  

１  不正の手段により指定工事店の指定を受けたとき  １０点  

２  営業所ごとに責任技術者が専属しなくなったとき  １０点  

３  水道法第２５条の４第１項に規定する給水装置工事主任技術

者が専属しなくなったとき  

１０点  

４  工事の施行に必要な機械器具を有しなくなったとき  １０点  

５  福井県内に営業所がなくなったとき  １０点  

６  次のいずれかに該当することとなったとき、又は法人にあっ

て、その役員の中に次のいずれかに該当する者があることと

なったとき  

 

  

 ア  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を

得ないもの  

１０点  



イ  条例第１４条第１項の規定により指定を取り消され、

当該取消しの日から起算して２年を経過しない者  

１０点  

ウ  業務に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが

あると認めるに足りる相当の事由がある者  

１０点  

７  条例第１２条に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従

った適正な排水設備等の工事の施行ができないと認められる

とき  

５点  

８  条例第１３条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし

たとき  

２点  

９  施行する排水設備等の工事が、公共下水道施設の機能に障害

を与え、又は与えるおそれが著しいと認められるとき  

２点  

１

０  

公共下水道に関する法令等が定めるところに従い適正な排水

設備等の工事を施行しなかったとき  

２点  

１

１  

工事施行の申込みを受けたときに、正当な理由がなくこれを

拒んだとき  

１点  

１

２  

工事契約に際して工事金額、工事期限その他必要事項を明確

に示さなかったとき  

１点  

１

３  

工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け

負わせたとき  

２点  

１

４  

指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき  ２点  

１

５  

条例第５条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認

を受けずに工事に着手したとき  

２点  

１

６  

責任技術者の監理の下において設計及び施工をしなかったと

き  

２点  

１

７  

工事の完了後１年以内に生じた故障等を無償で補修しなかっ

たとき（天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるもの

を除く）  

２点  

１

８  

災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力要請

があった場合に、協力しなかったとき  

１点  



１

９  

正当な理由がなく事務連絡会を欠席したとき  １点  

２

０  

その他市長が指定工事店として不適当と認めたとき  その状況に

応じ、市長

が決定する

点数  

別表第２（第３条関係）  

処分等の内容  累積点数  

行政指導  文書注意  １点  

文書警告  ２点から４点まで  

処分  指定停止３月  ５点から７点まで  

指定停止６月  ８点又は９点  

指定取消し  １０点以上  

備考  

１  違反行為発覚から処分の決定までの間は、新規の排水設備等の工事及び施

行継続中の排水設備等の工事を施行することができる。ただし、当該指定工事

店による当該排水設備等の工事の施行により回復困難な損害が発生するおそ

れがある場合は、この限りでない。  

２  処分期間中は、新規に排水設備等の工事を施行することができない。ただ

し、施行継続中の排水設備等の工事については、その施行に支障がない限り、

当該処分期間中も施行することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第４条関係）

 



様式第２号（第４条関係）

 


